
日本栄養・食糧学会中部支部 

平成 20 年度 第 2 回 評議員会 議事録 
 
 
日 時  平成 20 年 11 月 15 日(土曜日) 12：00 から 12：40 まで 
場 所  名古屋大学 豊田講堂第 1 会議室 
出席者  青木直人 池田彩子 伊藤宜則 太田好次 小田裕昭 加賀孝之  

川岸舜朗 岸 恭一 斉藤慎一 下村吉治 杉山公男 辻岡和代  
津田孝範 長岡 利 早瀬和利 堀尾文彦 馬路泰蔵 松尾真砂子  
松田 幹 村上太郎 森田達也 山下かなへ 横越英彦  
合計 23 名 (敬称略･ｱｲｳｴｵ順) 

書 記  池田彩子 
 
 
I 審議事項 

 
1. 平成 20・21 年度 支部評議員について（早瀬 支部長） 

脊山洋右先生(関東支部より転入)、長村洋一先生(関東支部より転入)、三宅義

明先生(新任)の 3 名が支部評議員として推薦され、承認された。 
なお、中村征夫先生については、ご本人の意向で中部支部に在籍されること

が確認された。 
 
2. 平成 20 年度 本部評議員・参与について（早瀬 支部長） 

平成 21 年度本部参与として森田達也先生が推薦され、承認された。したがっ

て、中部支部より平成 21 年度本部参与に推薦するのは、青木直人先生(平成 20
年度第 1 回評議員会で承認)と森田達也先生の 2 名である。 

また、関西支部から転入された脊山洋右先生は、平成 20 年度本部評議員であ

る。これにともない、中部支部選出本部評議員定数は 18 名から 19 名に変更と

なった(定数については本部からの指示)。 
 
3. 平成 20 年度 事業計画（池田 庶務幹事） 

平成 20 年度事業計画が承認された。平成 20 年度第 1 回評議員会からの変更

点は、第 56 回支部大会と第 2 回評議員会の詳細が加わった点である。 
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4. 中部支部細則の一部改正について（早瀬 支部長） 

支部会計年度を支部細則に記載するようにとの本部からの指示により、支部

細則に次の項目を加えるとの提案があり、承認された。 
(追加) 

14. この支部の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末日に終わる。 
付 則 
4. 平成 7 年 5 月 18 日施行、平成 20 年 11 月 15 日改正 

 
5. 支部年度計画・報告の承認時期変更について（早瀬 支部長） 

平成 21 年度から、文部科学省に提出する本学会の事業計画と収支計画は本

部・支部合算としなければならないため、今後は、年度計画をその前年度の支

部総会に諮り承認を得ることが了承された。 
 
6. 平成 21 年度 事業計画（池田 庶務幹事） 

平成 21 年度は、支部大会 2 回、支部評議員会 2 回、および理事選挙を行うこ

とが承認された。 
 
7. 平成 21 年度 予算案（辻岡 会計幹事） 

平成 21 年度予算案承認された。平成 20 年度からの主な変更点は次の通り。 
・ 「収入の部-事業収入-大会関係費-懇親会負担金」は、最近は第 56 回支部

大会(3,000 円)除いて 1,000 円としてきたが、財政上の理由により 2,000
円とする。 

・ 「収入の部-補助金収入-学会本部補助金」および「収入の部-補助金収入-
学会活動強化費」は、平成 20 年度実績とする。 

 
8. その他 

北陸地区での支部大会開催の可能性について、早瀬支部長より提案があり、

議論がなされた。「中部支部」であることから、北陸地区での開催については肯

定的な意見が多かった。その一方で、今期は事務局が愛知県であるため、北陸

地区の支部評議員がどの程度世話役を引き受けてくださるか、また、参加者数

がどの程度になるか、との懸念が出された。これらの意見を参考にして、さら

に事務局で検討することになった。 
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II 報告事項 

 

1. 学会活動強化費および大幸財団助成について（早瀬 支部長） 

平成 20 年度収入について、次の 2 点が報告された。 
・ 平成 20 年度学会活動強化費（第 56 回支部大会助成事業）として、250,000

円が認められた。 
・ 平成 20 年度大幸財団助成に応募したところ、第 56 回支部大会の助成と

して 80,000 円が認められた。 
 
2. 終身会員推薦について（早瀬 支部長） 

中村良先生が終身会員資格に該当するため、終身会員として本部に推薦する

ことが報告された。 
 
3. 理事会報告（下村 理事） 

第 19 回国際栄養学会議について、参加者数によっては本学会会員の参加費が

割引されるため、本学会本部では現時点での参加予定者数を把握したい。つい

ては、本学会ホームページで参加予定者登録を行っているので、参加を検討し

ている会員は登録いただきたいとの案内があった。なお、今回の本部の事前登

録と実際の学会事務局の参加登録は連動していない。 
また、本学会は、新法人制度での公益法人として認められるべく、平成 20 年

12 月 1 日から 5 年間の間に、組織や定款等の変更を行う予定であるとの報告が

あった。 
 
 
［資 料］ 

1. 平成 20・21 年度支部評議員(案)ならびに本部評議員・参与 
2. 平成 20 年度事業計画(案) 
3. 日本栄養・食糧学会中部支部細則(案) 
4. 本部会計理事からの連絡「H21 年度計画提出依頼の件」 
5. 年度計画・報告の支部承認時期について 
6. 平成 21 年度事業計画(案) 
7. 平成 21 年度予算(案) 
8. 学会活動強化費および大幸財団助成について 
 

以上 


